
平成２９年１１月

第４４回（平成３０年度）

岩谷国際留学生奨学助成募集要項

岩谷国際留学生奨学助成は、岩谷産業株式会社からの寄附金および当財団の基本財産運用

果実により実施するものであり、 海外から来日している私費留学生で、将来わが国と親密な

関係を保ち、親善・交流の実を期待しうる人材にその機会を提供し留学生活を援助すること

により、国際間の相互協力と理解を深め、双方の国民生活向上に寄与することを目的としま

す。

１．応募資格

応募者は、学業成績が優秀であって、留学生活上経済的援助を必要とし、次の全ての

条件に該当する者とします。

（１）日本以外の国籍を有し、東アジア・東南アジアの国・地域（詳細は「６．その他

（１）」を参照）から修学または研究のために来日している私費留学生

（２）大学院の修士課程および博士課程の在籍者、または入学決定者並びに博士課程

３年終了者で博士学位取得のための継続在籍者

（３）自然科学系および関連する学際分野（詳細は「６．その他（２）」を参照）を専攻

している者

（４）平成３０年４月１日時点の年齢が修士課程は満３０歳未満、博士課程は満３５歳

未満の者

（５）平成３０年４月以降、他からの奨学金を受けない者

（６）年５回開催する奨学生例会（うち１回は２泊３日の研修旅行）に参加できる者

（７）奨学金支給終了後も当財団と通信等を継続する意志のある者

（８）国際交流と親善に貢献しうる者

（９）日本語で日常の会話ができる者

２．助成の内容

（１）採択者数と奨学金

採択者数は１５人とし、奨学金は１人当り月額１５万円。

別途、例会出席および学会発表のための旅費などを補助します。



（２）支給期間

奨学金の支給期間は原則として１年間。

（３）奨学金の停止

次のような場合は奨学金を打ち切ります。特に④および⑤の場合、次年度より

奨学生の在籍校を応募対象から除外することがあります。

①病気などの事由により、修学または研究を継続する見込みのない者

②２ヶ月以上音信がない者

③正当な理由なく例会を欠席した者

④素行不良、その他当財団の名誉を傷つけた者

⑤略歴、身上など本人の申告事項に虚偽の事実が判明した者

３．応募方法

（１）提出書類

応募者は次の書類を作成または用意して当財団宛に提出してください。

様式１～５の書類は、当財団ホームページからダウンロードが可能です。

①申込書（様式１）

写真（上半身近影：５．０×３．５ｃｍ）の裏面に記名し、枠内に貼付して

ください。

②経歴書（様式２）

③身上書（様式３）

④研究計画書（様式４）

⑤指導教官の推薦状（様式５）

指導教官が応募者の研究能力、研究への取り組み姿勢、学位取得・修了の

見込みおよび将来性、人物像、日本語の語学力、等を記入してください。

推薦状を入れる封筒は「親展」とし、指導教官により密封されたもの

（応募者本人の閲覧不可）。

平成３０年４月に大学院に進学・編入学する学生は、進学前の指導教官に

よる推薦状も可とします。

⑥在学証明書

入学予定の留学生は、当該大学の入学許可証または合格通知書（コピー可）

⑦成績証明書

日本の大学および大学院の成績証明書（原本）、無い場合は母国のもの

（コピー可）

⑧健康診断書

平成２９年４月以降の健康診断書（項目：胸部Ｘ線、血圧、視力、身長、

体重など）、または大学の保健センター等が発行する「健康診断証明書」



⑨合否通知用返信封筒

定型封筒（２３５×１０５ｍｍ以内）に応募者の郵便番号、住所および氏名

を記入し、８２円切手を貼付してください。

※様式１～５記入上の注意

書類は日本語で記入してください。（但し、言語を指定した箇所を除く。）

書類不備（各様式の記入不備、添付書類の不足・不備等）は、失格となる

ことがありますので、送付前に十分確認してください。

＜様式１＞について

①様式１は、 黒インク、または黒ボールペンを用いて必ず自筆で記入して

ください。本人以外の代筆は認めません。

②様式１の「応募時の奨学金受給状況」および「他の奨学金への応募状況」

は、必ず記入してください。応募していない場合は、「無し」と記入して

ください。

＜様式２～５＞について

①様式２～５は、応募時点の内容を記入してください。

②様式２～５は、自筆ではなく、パソコン入力も可能です。

（２）募集期間

平成２９年１２月１日（金）～平成２９年１２月２０日（水）

※平成２９年１２月２０日（水）当日の消印まで有効

（３）応募書類提出先

公益財団法人 岩谷直治記念財団 事務局

住所 ： 〒１０４－００２８

東京都中央区八重洲２－４－１１ 八重洲ｈ＋ビル３階

なお、提出された書類等は返却しません。

４．選考方法

選考は下記要領で行います。

（１）書類選考 ： 第一次選考として書類上の審査を行います。

書類選考の結果は、平成３０年１月下旬に文書で通知します。



（２）面接選考 ： 書類選考合格者に対して、平成３０年２月中旬に面接選考を行い

ます。使用言語は日本語です。

面接により内定者、補欠者および不合格者を選考し、その結果を

平成３０年２月下旬に文書で通知します。

５．採否の通知

最終的な採否については、面接選考の内定者、補欠者に対して平成３０年３月中旬に

文書で通知します。

６．その他

（１）対象の国・地域

応募資格に該当する東アジア・東南アジアの国・地域は、以下の通りです。

（国・地域名は略称）

①東 ア ジ ア：中国、韓国、モンゴル、台湾

②東南アジア：カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、

フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム

（２）専攻分野

応募資格に該当する自然科学系および関連する学際分野は、以下の範囲とします。

①工学、理学および農学の全般

②医学部の一部（分子病態学、公衆衛生学のみ）

③薬学部の一部（分子微生物学のみ）

（３）問合せ先

公益財団法人 岩谷直治記念財団

住所 ： 〒１０４－００２８

東京都中央区八重洲２－４－１１ 八重洲ｈ＋ビル３階

電話 ： ０３－６２２５－２４００

FAX ： ０３－３２３１－７０７０

担当 ： 常務理事・事務局長 芳賀 実

E-mail： haga@iwatani.co.jp（芳賀 実）

information@iwatani-foundation.or.jp

URL ： http://www.iwatani-foundation.or.jp/

以上


